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重要／保存版 

障がい者福祉のしおり 

このしおりは、障がい者手帳をお持ちの人に対する諸制度

を説明したものです。内容を精読いただいたうえで、不明

な点等は、各問い合わせ先にお尋ねください。 
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１ 身体障害者手帳について 
 

身体障害者手帳は、障害者総合支援法、身体障害者福祉法等に定める各種のサービスを受ける

際に必要な手帳です。手帳には、障がいの程度によって１級～６級の等級、また第１種・第２種

の種別があり、その等級や種別によって、受けることができるサービスの内容が異なる場合があ

ります。 

 

＜対象者＞ 

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体（手、足、体幹）、身体内部 

（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、または直腸、小腸、免疫、肝臓）に、永続的に障がい

のある人で、身体障害者福祉法で定められた基準に該当する人 

 

＜申請に必要なもの＞ 

① 障害者手帳交付申請書 

② 指定医師の診断書 

③ 写真１枚（縦４cm×横３cm、上半身、無帽のもので、１年以内に写したもの） 

④ マイナンバー（個人番号）を確認できるもの 

⑤ 本人確認書類 

 

＜すでに手帳をお持ちの人は＞ 

次の場合は、市役所 福祉課 障がい福祉係に届け出てください。 

① 住所、氏名が変わったとき 

② 手帳を紛失したり、使用できないほど破損したとき 

③ 障がいの程度が変わったとき、または現在の障がいに別の障がいが加わったとき 

④ 障がいが回復したり、死亡等により手帳が不要になったとき 

 

※手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません。 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※身体障害者手帳所持者が利用できるサービス等については、以降  と表記しています。 身 
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２ 療育手帳について 
 

療育手帳は、障害者総合支援法、知的障害者福祉法等に定める各種のサービスを受ける際に必

要な手帳です。障がいの程度によってＡ１からＢ２までの等級、また第１種、第２種の種別があ

り、その等級や種別によって、受けられるサービスの内容が異なる場合があります。 

 

＜障がい程度の表示区分：福岡県の場合＞ 

Ａ 

（第１種） 

Ａ１（最重度） ＩＱレベルがおおむね２０以下 

Ａ２（重度） ＩＱレベルがおおむね２１～３５ 

Ａ３（重度合併） 
ＩＱレベルがおおむね３６～５０ 

＋ 身障手帳１～３級 

Ｂ 

（第２種） 

Ｂ１（中度） ＩＱレベルがおおむね３６～５０ 

Ｂ２（軽度） ＩＱレベルがおおむね５１～７５ 

 

 

＜障がい程度判定の手続き場所＞ 

①１８歳未満の人 

 

宗像児童相談所 

 

【住所】 

〒811-3436 

宗像市東郷１－２－３ 

 

【電話】 

0940-37-3255 

 

【最寄り駅からの所要時間】 

●西鉄バス 

宗像警察署前バス停 

       徒歩２分 

●ＪＲ鹿児島本線 

東郷駅   徒歩２５分 
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②１８歳以上の人 

 

福岡県障がい者更生相談所 

 

【住所】 

〒816-0804  

春日市原町３丁目１－７ 

 

【電話】 

092-586-1055  

 

【最寄り駅からの所要時間】 

●ＪＲ鹿児島本線 

春日駅 徒歩４分 

●西鉄大牟田線 

春日原駅 徒歩１３分 

 

 

 

＜すでに手帳をお持ちの人は＞ 

次の場合は、市役所 福祉課 障がい福祉係に届け出てください。 

① 住所、氏名が変わったとき 

② 手帳を紛失したり、使用できないほど破損したとき 

③ 死亡等により手帳が不要になったとき 

 

※手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません。 

 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※療育手帳所持者が利用できるサービス等については、以降  と表記しています。 

障害者更生相談所 

障害者更生相談所 

 

療 



- 5 - 

３ 精神障害者保健福祉手帳について 

 

精神障害者保健福祉手帳は、障害者総合支援法等に定める各種のサービスを受ける際に必要

な手帳です。手帳には、障がいの程度によって１級～３級の等級があり、その等級によって、受

けられるサービスの内容が異なる場合があります。 

 

＜対象者＞ 

精神障がいのため、日常生活や社会生活に制約のある人が、県知事に申請することにより

交付されます。入院、在宅による区別や年齢制限はありません。 

 

＜申請に必要なもの＞ 

① 障害者手帳交付申請書 

② 指定医師の診断書、または障害年金の年金証書の写し 

③ 障害年金の証書の写しなどで申請の場合は、年金事務所に障害等級などを照会するため

の同意書 

④ 写真１枚（縦４cm×横３cm、上半身、無帽のもので、１年以内に写したもの） 

⑤ マイナンバー（個人番号）を確認できるもの 

⑥ 本人確認書類 

 

＜すでに手帳をお持ちの人は＞ 

次の場合は、市役所 福祉課 障がい福祉係に届け出てください。 

① 住所、氏名が変わったとき 

② 手帳を紛失したり、使用できないほど破損したとき 

③ 障がいの程度が変わったとき 

④ 障がいが回復したり、死亡等により手帳が不要になったとき 

 

※手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません。 

※手帳の有効期限は原則として２年間です。有効期限終了の３か月前から更新の申請が

できます。 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※精神手帳所持者が利用できるサービス等については、以降  と表記しています。 精 
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４ 補装具・日常生活用具について 
 

（１）補装具の交付・修理  

身体上の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具の交付や修理、借受けの助

成を行っています。補装具の種類によっては、医師の意見書や障がい者更生相談所の判定

が必要ですので、必ず事前にご相談ください。 

 

＜対象者＞ 

身体障害者手帳の交付を受けた人、障害者総合支援法の対象となる難病の人 

 

＜費用＞ 

原則として、要した費用の１割負担。ただし、障がい者本人および配偶者の市民税額に

より自己負担上限額があります。 

 

＜申請に必要なもの＞ 

① 補装具の交付修理申請書、見積書、補装具意見書 

② 身体障害者手帳（難病患者は医師の診断書、特定疾患医療受給者証） 

③ マイナンバー（個人番号）を確認できるもの 

④ 本人確認書類 

 

＜補装具の種類＞ 

障がい者種別 補   装   具 

視   覚 義眼、眼鏡、盲人安全つえ 

聴   覚 補聴器 

肢体不自由 
義肢、装具、歩行補助つえ、車いす、電動車いす、歩行器、 

座位保持装置等 

難病患者 車いす、歩行器、整形靴等 

  ※ただし、年齢、障がいの内容、身体の状態に応じて交付の制限があります。 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

 

 

 

 

 

身 
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（２）日常生活用具の給付  

在宅の重度障がい者（児）が、自力での日常生活を送ることができるよう生活用具を給

付します。 

 

＜対象者＞ 

重度の身体障がい者（児）、障害者総合支援法の対象となる難病の人 

 

＜費用＞ 

原則として、要した費用の１割負担。ただし、障がい者本人および配偶者の市民税額によ

り自己負担上限額があります。 

 

＜申請に必要なもの＞ 

① 日常生活用具申請書、見積書 

② 身体障害者手帳（難病患者は医師の診断書、特定疾患医療受給者証） 

③ マイナンバー（個人番号）を確認できるもの 

④ 本人確認書類 

⑤ その他関係書類 

（用具によっては別途必要な書類がありますので、詳しくは事前にご確認ください。） 

 

＜主な日常生活用具の種類＞ 

○歩行支援用具 ○ネブライザー ○拡大読書器 ○たん吸引器 

○視覚障害者用時計 ○透析液加温器 ○聴覚障害者用通信装置 

○ストマ用装具 ○収尿器 ○頭部保護帽  

 

 ※等級、障がいの内容、身体の状態によっては、対象にならない用具があります。また、給

付品目については変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

 

（３）補装具・日常生活用具の利用者負担 

区   分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円  

低 所 得 市町村民税非課税世帯 ０円  

一   般 市町村民税課税世帯 ※ ３７，２００円  

※世帯の中に市町村民税所得割額が４６万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外。 

なお、ここでの世帯は障がいのある申請者本人が 18歳以上の場合は本人とその配偶者、

１８歳未満の場合は保護者の属する住民票上の世帯で判定 

身 
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５ 年金・手当等について 
（１）障害基礎年金      

２０歳未満で障がいの状態となった人が２０歳に達したとき、または２０歳に達した後に 

障がいの状態となった人に対して支給されます。（原則として、６５歳未満の人が対象です。） 

 

＜支給額＞ 

１級 （年額） １，０２０，７５０円 

２級 （年額）   ８１６，０００円 

 

※所得制限や一定期間の国民年金納付済期間などの条件があります。 

※年金支給額は改定される場合があります。 

 

【問い合わせ先】 

市役所 保険年金医療課 保険年金係 （電話）０９４０－４３－８１２７ 

 

 

（２）障害厚生年金      

厚生年金の加入期間に障がいの状態となった人に対して支給されます（原則６５歳未満の

人が対象です）。 

 

【問い合わせ先】 

最寄りの年金事務所、共済組合 

または、ねんきんダイヤル（電話０５７０－０５－１１６５）へ 

 

 

（３）特別児童扶養手当   

障がいがある２０歳未満の児童を養育している人に支給されます。ただし、次の①～③の

いずれかに該当するときは支給されません。 

 

①  対象児童が公的年金（障害児福祉手当は含みません）を受けることができるとき。 

②  対象児童が児童福祉施設等（母子寮、保育所、通園施設を除く）に入所しているとき。 

③  一定額以上の所得があるとき。 

 

＜支給額＞ 

重度障害児１級（月額） ５５，３５０円 

中度障害児２級（月額） ３６，８６０円 

 

【問い合わせ先】 

市役所 こども課 家庭児童相談係 （電話）０９４０－３９－３１４８ 

身 精 療 

身 精 療 

身 精 療 
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（４）児童扶養手当         

父（母）が児童扶養手当法施行令に定める程度の障がいの状態（年金の障がい等級１級

程度）にあり、その児童を養育している人は児童扶養手当の支給対象になる場合がありま

す。 

 

【問い合わせ先】 

市役所 こども課 家庭児童相談係 （電話）０９４０－３９－３１４８ 

 

 

（５）障害児福祉手当  

法の定める認定基準に該当する程度の重度の障がいがあるため、日常生活において常時の 

介護を必要とする２０歳未満の在宅の人に支給されます。 

ただし、施設に入所しているとき、または一定額以上の所得があるときは支給されません。 

 

＜申請に必要なもの＞ 

① 認定請求書 

② 医師の診断書（療育手帳Ａ１所持者は手帳のみで可） 

③ 所得状況届 

④ 関係機関調査に対する承諾書 

⑤ マイナンバー（個人番号）を確認できるもの 

⑥ 本人確認書類 

※上記の他、所得証明書等が必要な場合があります。 

 

＜支給額＞ 

月額 １５，６９０円（令和６年度） 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

（６）特別障害者手当  

認定基準に該当する程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の

介護を必要とする２０歳以上の障がい者に支給されます。 

※ この手当は在宅で生活する障がい者を対象としており、施設に入所しているとき、継続

して３か月を超えて入院しているとき、一定額以上の所得があるときは支給されません。 

 

＜申請に必要なもの＞ 

①  認定請求書 

②  医師の診断書 

③  所得状況届 

身 精 療 

身 精 療 

身 精 療 
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④  関係機関調査に対する承諾書 

⑤  マイナンバー（個人番号）を確認できるもの 

⑥  本人確認書類 

※上記の他、所得証明書等が必要な場合があります。 

 

＜支給額＞ 

月額 ２８，８４０円（令和６年度） 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

 

（７）心身障害者扶養共済制度  

心身障がい者（児）を扶養している保護者が加入者となり、加入者が死亡したとき、または重

度の障がいを負ったときに、心身障がい者（児）に対して終身年金が支給されます。なお、障が

いの程度により加入要件があります｡詳しくはお問い合わせください。 

 

＜掛金＞ 

保護者の加入時の年齢に応じて掛金が異なります。 

２口まで加入できます。 

 

＜支給額＞ 

１口加入者の場合 （月額） ２０，０００円 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

 

 

（８）福岡県腎臓疾患患者福祉給付金   

じん臓機能障がい者（手帳所持者）で、就労等のため夜間（午後５時以降）に通院し、人

工透析を月５回以上受けている人が対象です。ただし、自宅から医療機関まで一定の距離が

あることや所得制限があります。 

 

＜支給額＞ 

月額 ２，０００円 

 

【問い合わせ先】 

福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所（遠賀分庁舎）社会福祉課 

（電話）０９３－２０１－４１６２ 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

身 精 療 

身 
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６ 医療について 
（１）更生医療（自立支援医療） 

身体障がい者の更生に必要な医療であって、その障がいを除去、または軽減して職業能力

を増進し、または日常生活を容易にすること等を目的とした医療です。心臓手術、人工透析

等が該当し、指定医療機関で医療を受けます。 

 

＜対象者＞ 

１８歳以上の身体障害者手帳所持者 

※心臓、じん臓、免疫、肝臓機能障がいの人は手帳交付申請と同時に申請できます。 

 

＜費用＞ 

身体障がい者本人、および扶養義務者の市民税額等によって一部自己負担があります。 

 

＜申請に必要なもの＞ 

①  更生医療支給申請書 

②  身体障害者手帳 

③  医師の意見書 

④  健康保険証 

⑤  課税状況を証明するものまたは同意書 

⑥  障害年金、遺族年金を受給している人は金額の確認できる書類 

⑦  マイナンバー（個人番号）を確認できるもの 

⑧  本人確認書類 

※上記の他、所得証明書等が必要な場合があります。 

※人工透析を受けている人は、特定疾病療養受療証が必要です。 

※生活保護受給中の場合はご相談ください。 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

 

（２）育成医療（自立支援医療） 

１８歳未満の児童で、身体に障がいがあり、治療することにより障がいの進行を防いだり、

障がいの軽減が可能である場合に必要な医療の給付を行う制度です。医療機関は指定されて

います。 

 

＜対象者＞ 

身体に障がいがある１８歳未満の児童で、現在かかっている疾患を放置すると将来障が

いを残すと認められる児童であって､確実な治療効果が期待できるもの。 

 

 

身 
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＜費用＞ 

身体障がい者本人、および扶養義務者の市民税額等によって一部自己負担があります。 

 

＜申請に必要なもの＞ 

①  育成医療支給申請書 

②  医師の意見書 

③  健康保険証 

④  課税状況を証明するものまたは同意書 

⑤  マイナンバー（個人番号）を確認できるもの 

⑥   本人確認書類 

※上記の他、所得証明書等が必要な場合があります。 

※生活保護受給中の場合は、ご相談ください。 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

 

（３）精神通院医療（自立支援医療） 

在宅の精神障がい者に対して、医療費の助成を行っています。自己負担額は、原則として

医療費の１割ですが、一定の要件があります。 

 

＜対象者＞ 

精神疾患の治療のため医療機関に通院している人 

（年齢制限はありません。また、入院については対象となりません。） 

 

＜申請に必要なもの＞ 

①  申請書 

②  診断書（２年に１回の提出で可。ただし、有効期限を過ぎた場合は診断書が必要。） 

③  課税状況を証明するものまたは同意書 

④  健康保険証 

⑤  障害年金、遺族年金を受給している人は金額の確認できる書類 

⑥  マイナンバー（個人番号）を確認できるもの 

⑦  本人確認書類 

 

＜有効期限＞ 

有効期間は、原則として１年間です。申請書に基づき１年ごとに障がいの状態を再認定し、

更新します。有効期間終了の３か月前から、更新の申請ができます。 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

 

精 
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（４）重度障害者医療費支給制度  

重度障がい者の健康保険等による医療費の自己負担分を助成する制度です。ただし、一定

の要件があります。 

 

＜障がい要件＞ 

①  身体障害者手帳の等級が１級または２級の人 

②  療育手帳のＡ判定の人 

③  精神障害者保健福祉手帳の等級が１級の人  

※３歳未満のお子さまは、子ども医療制度が適用されますので、該当しません。 

※６５歳以上は、後期高齢者医療制度の被保険者に限ります。  

 

【問い合わせ先】 

市役所 保険年金医療課 医療係 （電話）０９４０－４３－８１２８ 

 

 

（５）後期高齢者医療（後期高齢者医療被保険者証早期交付） 

６５歳以上７５歳未満の人で、一定の要件に該当する人が早期に後期高齢者医療制度の被

保険者になることができる制度です。（※選択制）  

 

＜障がい要件＞ 

①  身体障害者手帳の等級が１級～３級と４級（一部）の人 

②  療育手帳のＡ判定の人 

③  精神障害者保健福祉手帳の等級が１級または２級の人  

 

【問い合わせ先】 

市役所 保険年金医療課 医療係 （電話）０９４０－４３－８１２８ 

身 精 療 

身 精 療 
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７ 税金の減免について 
（１）所得税  

本人が障がい者である場合、障害者控除として下記の金額が所得金額から差し引かれます。

また、障がい者である配偶者もしくは親族を扶養している場合も、下記の金額が所得金額か

ら差し引かれます。 

普通障害者控除 （身障３級～６級、療育Ｂ、精神２級～３級） ２７万円 

特別障害者控除 （身障１級～２級、療育Ａ、精神１級）  ４０万円 

同居特別障害者控除（身障１級～２級、療育Ａ、精神１級）  ７５万円 

 

【問い合わせ先】 

香椎税務署 （電話）０９２－６６１－１０３１ 

 

（２）住民税  

本人が障がい者である場合、障害者控除として下記の金額が所得金額から差し引かれます。

また、障がい者である配偶者もしくは親族を扶養している場合も、下記の金額が所得金額か

ら差し引かれます。 

前年の合計所得が１３５万円以下の障がい者              非課税 

普通障害者控除   （身障３級～６級、療育Ｂ、精神２級～３級） ２６万円 

特別障害者控除   （身障１級～２級、療育Ａ、精神１級）  ３０万円 

同居特別障害者控除（身障１級～２級、療育Ａ、精神１級）  ５３万円 

 

【問い合わせ先】 

市役所 税務課 市民税係 （電話）０９４０－４３－８１１７ 

 

（３）事業税  

重度の視覚障がい者（両眼の矯正視力の和が０．０６以下）がマッサージ、はり、きゅう、

指圧、その他医療に類する事業を行う場合、事業税の減免を受けることができます。 

 

【問い合わせ先】 

福岡県東福岡県税事務所 （電話）０９２－６４１－０２０１ 

 

（４）相続税 

障がい者が相続により財産を取得した場合、その人が８５歳になるまで１年につき１０万

円（特別障害者は２０万円）が障害者控除として相続税額から控除されます。ただし、被相

続人の死亡時から１０か月以内の申告が必要です。 

 

【問い合わせ先】 

香椎税務署 （電話）０９２－６６１－１０３１ 

身 精 療 

身 精 療 

身 精 療 

身 



- 15 - 

（５）贈与税 

特別障害者に対する贈与に関して、財産を信託する際、「障害者非課税信託申告書」を税

務署に提出すれば６,０００万円、特別障害者以外の特定障害者については３,０００万円ま

で非課税となります。 

 

【問い合わせ先】 

香椎税務署 （電話）０９２－６６１－１０３１ 

 

（６）自動車税、軽自動車税（種別割）    

身体障害者手帳（下表に該当する場合に限る）、療育手帳（Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ｂ１に限

る）、精神障害者保健福祉手帳１級を所持する障がい者本人、または運転する人が障がい者

と同一生計である者が、もっぱら障がい者の用に供する自動車（１人１台）の税について減

免を受けることができます。 

※軽自動車税については、納付期限までに減免の申請が必要です。 

（納付期限が過ぎたものについては申請できませんのでご注意ください。） 

 

区  分 本人が運転する場合 家族が運転する場合 

視  覚 

２級の３、２級の４、３級の

３及び３級の４(Ｈ３０．６．

３０以前に障がいの認定を受

けられた方は、２級の２及び

３級の２) 

１級から３級までの各級及び

４級の１ 

聴  覚 ２級、３級 

平衡機能 ３級 

音声・言語またはそしゃく機能 ３級 

上肢不自由 １級、２級 

下肢不自由 １級～６級 １級～４級 

体幹不自由 １級～３級、５級 １級～３級 

乳幼児期以前の非進行性 

の脳病変による運動機能 

上肢機能 １級、２級 

移動機能 １級～６級 移動機能 １級～４級 

心臓機能 １級、３級 

呼吸器機能 １級、３級 

じん臓機能 １級、３級 

直腸・ぼうこう機能 １級、３級 

小腸機能 １級、３級 

肝臓機能 １級～３級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 １級～３級 

身 精 療 

身 精 療 
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【問い合わせ先】 

自動車税   福岡県東福岡県税事務所（電話）０９２－６４１－０２３７ 

軽自動車税（種別割） 市役所 税務課 資産税係（電話）０９４０－４３－８１１８ 

 

 

（７）おむつ、ストマ用装具にかかる費用の医療費控除  

① おむつ 

疾病により６か月以上寝たきりの状態で、医師による治療を継続して受け、かつ医師が

治療上おむつの使用を必要と認める人 

 

② ストマ用装具 

治療上、医師が使用を必要と認める人 

 

【問い合わせ先】 

香椎税務署 （電話）０９２－６６１－１０３１ 

または、 市役所 税務課 市民税係 （電話）０９４０－４３－８１１７ 

 

 

（８）少額貯蓄非課税制度「マル優（特別マル優）制度」 

預貯金等の利息に税金がかからない制度があります。 

 

【問い合わせ先】 

各金融機関 

 

 

（９）心身障害者扶養共済制度掛金の控除 

福岡県等の地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金が、所得税の控除対象

となります。 

 

【問い合わせ先】 

香椎税務署 （電話）０９２－６６１－１０３１ 

 

 

（１０）生活保護の障害者加算 

生活保護を受けており、障害者手帳をお持ちの人には障害者加算制度が適用される場合が

あります。詳しくはお問い合わせください。 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 生活支援係 （電話）０９４０－４３－８１８８ 

身 

身 精 療 

身 精 療 

身 精 療 
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８ 公共料金の割引について 
（１）旅客鉄道株式会社（ＪＲ）等の運賃割引 

身体障害者手帳または療育手帳の提示によって、割引を受けることができます。 

第１種、第２種の区別は身体障害者手帳の「旅客鉄道株式会社運賃減額」（「ＪＲ旅客運賃

等の割引」）の欄に記載されています。 

割引の内容は、下表のとおりです。 

区分 利用形態 
乗車券の種類 

普通 定期 回数 急行 

第１種 

（療育手帳Ａ） 

単独で利用する場合 
（片道１０１㎞以上
乗車する場合に限
る） 

本人５割引 な し な し な し 

介護者とともに 
利用する場合 

（距離制限なし） 

本人・介護者 

５割引 

同左（小児定期乗

車券の割引なし。

介護者は通勤定期

乗車券を発売） 

本人・介護者 

５割引 

本人・介護者 

５割引 

第２種 

（療育手帳Ｂ） 

単独で利用する場合 
（片道１０１㎞以上
乗車する場合に限
る） 

本人５割引 な し な し な し 

介護者とともに 
利用する場合 な し 

本人・介護者 
５割引 

（小児定期乗車券の割引

なし。１２歳未満の障が

い者の介護者のみ通勤定

期乗車券を発売） 

な し な し 

※その他の民営及び公営の鉄道においても、ＪＲに準じて割引を行っている場合がありま

す。詳しくは、各会社へお問い合わせください。 

 

（２）バス運賃の割引（ＪＲ九州バス） 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳いずれかの手帳の提示によって、普

通乗車券が５割引、定期券が３割引となります。また、介助者が同伴される場合は、介助者

についても同様に割引が受けられます。距離制限はありません。 

なお、他のバス会社でも割引を受けられる場合があります。詳しくは各会社へお問い合わ

せください。 

 

 

 

 

 

身 療 

身 精 療 
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（３）航空運賃の割引 

国内各航空会社の定期路線の国内線全区間について、身体障害者手帳、療育手帳、精神障

害者保健福祉手帳いずれかの手帳者の提示で、運賃が割引されます。ただし、一定の要件等

がありますので、詳しくは各会社へお問い合わせください｡ 

 

 

（４）船舶運賃の割引 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳いずれかの手帳の提示で、第１種身

体障がい者は、本人と介護者の運賃が半額、第２種身体障がい者は、本人の運賃が半額とな

ります。詳しくは、各会社へお問い合わせください｡  

 

 

（５）タクシー運賃の割引 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳いずれかの手帳の提示で、原則とし

て乗車料金が１割引（１０円未満の端数は切り捨て）となります。詳しくは、各会社へお問

い合わせください｡ 

 

 

（６）福津市福祉タクシー料金補助制度 

重度の障がい者に、タクシーの基本料金の助成を行っています。対象は、視覚障がい１級

～２級、肢体不自由１級～２級、内部障がい１級～２級、聴覚障がい２級（障がいの原因が

老人性難聴の場合を除く。）療育手帳Ａ１、Ａ２、Ａ３、もしくは精神障害者保健福祉手帳

１級であり、所得制限があります。また、毎年度、申請が必要です。なお、ご利用できるタ

クシー会社は、宗像平和タクシー、宗像交通、福栄タクシー、みなとタクシー、新星交通、

宗像グリーンタクシー、宗像西鉄タクシー、福祉タクシーうみがめ、花鶴タクシー、介護タ

クシー土井に限られております。 

 

＜申請に必要なもの＞ 

① 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 いずれかの手帳 

② マイナンバー（個人番号）を確認できるもの 

③ 本人確認書類 

 

＜助成額＞ 

タクシーチケット（基本料金分）×最大４８枚（年間） 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

 

身 精 療 

身 精 療 

身 精 療 

身 精 療 
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（７）ふくつミニバス運賃の割引 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳いずれかの手帳提示で、本人の運賃

が５割引になります。 

 

【問い合わせ先】 

市役所 都市計画課 （電話）０９４０－６２－５０３６ 

 

 

（８）有料道路の通行料金の割引 

事前登録が必要です。下表に○がついている場合に、有料道路通行料金の割引を受けるこ

とができます。料金精算時に身体障害者手帳もしくは療育手帳を提示すれば、料金が５割引

になります（ＥＴＣでの割引もあります）。ただし、要件がありますので、詳しくはお問い

合わせください｡ 

 

＜有料道路割引対象者＞ 

 
身体障害者手帳 療育手帳 

第１種 第２種 Ａ判定のみ 

本人運転 ○ ○ ○ 

介護者運転 ○ × ○ 

 

＜申請に必要なもの＞ 

①  身体障害者手帳もしくは療育手帳 

②  自動車検査証（車検証） 

③  運転免許証（第２種の場合のみ） 

※ ＥＴＣを利用される方は上記に加えて 

④  ＥＴＣカード（障がい者本人名義のもの） 

⑤  ＥＴＣ車載器の管理番号が確認できるもの（セットアップ証明書等） 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身 精 療 

身 療 
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（９）ＮＨＫ放送受信料の減免 

下記の要件を満たしている場合、ＮＨＫ受信料の減免を受けることができます。市役所福

祉課障がい福祉係に、該当する手帳と印鑑を持参して証明を受け、必要書類をＮＨＫへ郵送

してください。 

 

＜要件＞ 

免除区分 対象者 

全額免除 
障がい者手帳を所持する障がい者（児）のいる世帯で、 

市民税非課税の場合 

半額免除 

以下のいずれかに該当する契約者が世帯主である場合 

① 身体障害者手帳を所持する視覚障がい者または聴覚障がい者 

② 身体障害者手帳１級または２級所持者 

③ 療育手帳Ａ１、Ａ２、Ａ３所持者 

④ 精神障害者保健福祉手帳１級所持者 

 

＜申請に必要なもの＞ 

① 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 いずれかの手帳 

② 印鑑 

 

【問い合わせ先】 

ＮＨＫふれあいセンター   （電話）０５７０－０７７０７７ もしくは 

０９２－７１５－７１１１ 

 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

（１０）ＮＴＴ電話番号の無料案内（１０４） 

次の障がいがあり、電話帳を利用することができない人は、番号案内（１０４）が無料にな

ります。利用前に事前登録が必要です。詳しくはお問い合わせください。 
 

＜対象＞ 

① 視覚障がい     １級～６級 

② 上肢機能障がい    １級、２級 

③ 体幹機能障がい   １級、２級 

 

【問い合わせ先】 

ＮＴＴふれあい案内 （電話） ０１２０－１０４１７４ 

（ＦＡＸ）０１２０－１０４１３４ 

 

 

身 精 療 

身 



- 21 - 

９ 貸付制度等について 
（１）肢体不自由児高校奨学金 

福岡県内に居住する肢体不自由児で、身体障害者手帳１級～５級を所持している高校生に

対して奨学金を給付しています。金額は年間３５,０００円で、返還の必要はありません。

その他の条件等、詳しくはお問い合わせてください。 
 

【問い合わせ先】 

福岡県肢体不自由児協会 （電話）０９２－５８４－５７２３ 

 

 

（２）生活福祉資金 

生活を営むために一時的に必要な資金の貸付と相談支援を行っています。資金種類や貸付

条件等、詳しくはお問い合わせください。 

また、福岡県社会福祉協議会ホームページ http://www.fuku-shakyo.jp/でもご確認いた

だけます。 

 

【問い合わせ先】 

福津市社会福祉協議会 （電話）０９４０－３４－３３４１ 
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１０ その他の福祉制度について 
（１）駐車禁止の規制の適用除外 

歩行困難な心身障がい者（児）の使用する自動車に対して、駐車禁止規制除外標章を交付

し、交通の妨げにならない限り、駐車禁止区域内での駐車を認めています（法定の駐車禁止

場所、駐停車禁止場所等を除く）。 

 

【問い合わせ先】 

宗像警察署 （電話）０９４０－３６－０１１０ 

 

（２）ふくおか・まごころ駐車場 

商業施設や公共施設の障がい者等用の駐車場を「ふくおか・まごころ駐車場」と位置づけ、

障がい者や高齢者、妊産婦など利用証の交付を受けた人が優先的に利用できます。 

＜対象＞ 

使用区分・障害の状況等 利用証 

身体障害者 

視覚障害 １級 ～ ４級 

自ら車いす

常時使用 

 

有⇒赤色 

無⇒緑色 

聴覚障害 １級 ～ ３級 

平衡機能障害 １級 ～ ５級 

肢体不自由（上肢） １級 ・ ２級 

肢体不自由（下肢） １級 ～ ６級 

肢体不自由（体幹） １級 ～ ５級 

運動機能障害・上肢 １級 ・ ２級 

運動機能障害・移動 １級 ～ ６級 

内部障害 以下の障害に該当する １級 ～ ４級 

障害名： 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・ 

     免疫・肝臓 

知的障害者 Ａ１・Ａ２・Ａ３ 

緑色 
精神障害者 １級 

高 齢 者 要介護１～５ 

難 病 者 特定疾患医療受給者（小児慢性特定疾患医療受給者を含む） 

妊 産 婦 
※有効期間は、単体児の場合は妊娠７か月から産後３か月まで 

       多胎児の場合は妊娠７か月から産後１８か月まで 
オレンジ色 

け が 人 
車いす・杖など 

※有効期間は１年の範囲内で必要な期間 

＜申請に必要なもの＞ 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 いずれかの手帳身体障害者手帳 

※介護保険証や母子手帳（多胎児の場合はその人数分）でも申請できます。 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９  

身 精 療 
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（３）巡回補装具判定 

年に一度、医師や補装具業者、関係機関が集まり、身体障がい者の補装具の判定を行います。 

 

＜対象者＞ 

福津市在住の身体障がい者 

 

＜開催日時、会場＞ 

「広報ふくつ」でお知らせします。事前予約が必要です。 

 

＜持ってくるもの＞ 

① 身体障害者手帳 

② 前回交付した補装具 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

 

（４）ＮＥＴ１１９緊急通報システム 

ＮＥＴ（ネット）１１９緊急通報システムとは、聴覚や発話に障がいのある人が、お手持

ちのスマートフォンや携帯電話などのインターネット接続機能を利用して、火災や救急など

の１１９番通報をすることができるシステムのことです。利用するためには事前の登録が必

要です。 

 

＜利用対象者＞ 

福津市や宗像市など、福岡都市圏消防共同指令センター管轄地域に在住または在勤、在

学している人。 

 

＜費用＞ 

無料（通信料金が別途かかります） 

 

＜登録方法＞ 

宗像地区消防本部警防課通信係に申請書を提出またはインターネット上で申請 

 

【問い合わせ先】 

宗像地区消防本部 警防課 通信係 

（電 話）０９４０－３６－２４２５ 

（ＦＡＸ）０９４０－３６－２９４９ 

（メール）shirei@munakata119.jp 

 

 

 

身 
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（５）ＦＡＸ１１９番通報 

専用のＦＡＸ用紙を送信して、火災や救急などの１１９番通報できるサービスです。ＦＡ

Ｘの受信後、福岡都市圏共同指令センターから返信のＦＡＸを送信します。このサービスは

事前の登録不要です。 

 

＜利用方法＞ 

ＦＡＸ機で「１１９」をダイヤル後、通報用ＦＡＸ用紙を送信 

 

【問い合わせ先】 

宗像地区消防本部 警防課 通信係 

（電 話）０９４０－３６－２４２５ 

（ＦＡＸ）０９４０－３６－２９４９ 

（メール）shirei@munakata119.jp 

 

 

（６）ｅメール１１９番通報 

スマートフォンや携帯電話などのインターネットの電子メールで１１９番通報できるシ

ステムです。利用するためには事前の登録が必要です。 

 

＜利用対象者＞ 

福津市や宗像市在住で、耳や声が不自由で、電話での通報が難しく、身体障害者手帳の

交付を受けている人 

 

＜費用＞ 

無料（通信料金が別途かかります） 

 

＜利用方法＞ 

宗像地区消防本部警防課通信係に申込書を提出または申込書をＦＡＸか郵送で提出 

 

【問い合わせ先】 

宗像地区消防本部 警防課 通信係 

（電 話）０９４０－３６－２４２５ 

（ＦＡＸ）０９４０－３６－２９４９ 

（メール）shirei@munakata119.jp 
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１１ 地域支えあい制度について 
 

 「福津市地域支えあい制度」とは、在宅の高齢者や障がい者及びこれに準ずる状態にある人を

緊急時または災害時だけでなく日ごろから地域で支え助け合う制度です。 

「福津市地域支えあい連絡カード」に必要な情報を記載し、市に提出します。提出された情報

は台帳に登録され、台帳から「福津市地域支えあい登録者名簿」及び「福津市避難行動要支援者

名簿」が作成されます。この名簿の情報を民生委員・児童委員協議会、社会福祉協議会、消防署

等の支援団体へ提供して、災害時の安否確認や避難支援、日ごろの見守り活動や防災訓練など地

域の支えあい活動に活用するものです。 

また、登録された方に、見守りグッズとして、キーホルダーとシールをお渡しします。見守り

グッズを普段から身に着けることで、外出先で倒れたり病院に搬送されたりしたときに、周囲の

人が市へ問い合わせると、個人が特定され、身元確認や家族への連絡を行うことができます。 

 

＜対象者＞ 

① 身体障害者手帳の等級が１級及び２級の人 

② 療育手帳Ａ判定の人 

③ 精神障害者保健福祉手帳の等級が１級の人 

④ 介護保険法の要介護３～５の人 

⑤ ６５歳以上のひとり暮らしの人 

⑥ ６５歳以上の高齢者のみの世帯の人 

 

※ いずれも福津市在住で、在宅で生活をする人が対象です。上記以外でも、本人が希望

すれば登録が可能です。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

６５歳未満の方は、市役所 福祉課 福祉総務係 

（電話）０９４０－４３－８１８８ 

６５歳以上の方は、市役所 高齢者サービス課 高齢者福祉係 

（電話）０９４０－４３－８２９８ 

 

キーホルダーとシールには、本人を確認する番号と、２４時間つながる専用電

話番号が記載されています。キーホルダーは、鍵、バッグなどに、シールは、

杖、かさ、携帯電話などに貼ってお使いください。 

身 精 療 
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１２ 身体障害者相談員について 
 

身体障がい者（児）の日常生活上のさまざまな問題について相談に応じます。個人のプライ

バシーは固く守られますので、お気軽にご相談ください。 

 

＜相談受付日＞ 

毎月第４水曜日（祝日の場合は第２水曜日） 

時間：午前１０時から午後０時 

場所：ふくとぴあ（福津市手光南２－１－１） 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 
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１３ 基幹相談支援センター 
 

福津市では、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関であり、身体障がいや知的障が

い、精神障がいなどの総合的・専門的な相談業務を行うことを目的とする「基幹相談支援センタ

ー」を設置しています。 

 

設置場所 

福津市手光南２丁目１番１号 

ふくとぴあ（福津市健康福祉総合センター）健康福祉館２階 

社会福祉法人福津市社会福祉協議会内 

開 所 日 
平日午前８時３０分～午後５時 ※土日祝、１２月２９日～１月３日は閉所。 

※虐待事案等の緊急時においては２４時間連絡できる体制 

主な業務 

 障がいの種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実

施 

 相談支援専門員に対する訪問等による専門的なアドバイスや人材育成の

支援 

 相談支援事業者や民生委員・児童委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・

就労等に関する各種の相談機関等との連携強化の取組 

 障がい者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発 

 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート 

 成年後見制度利用支援事業や法人後見事業、市民後見推進事業などの各種

後見制度の活用支援 

 障がい者に対する虐待を防止するための取組 

 福津市内の事業所の受け入れ状況の把握 

 自立支援協議会の企画、運営に関すること 

※センターは原則、サービス等利用計画の作成は行わないこととしています。 

連 絡 先 

電 話 ０９４０－６２－６００４ 

ＦＡＸ ０９４０－６２－６００９ 

メール kikan@fukutsu-shakyo.or.jp 
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１４ 障がい者虐待相談窓口について 
 

平成２４年１０月１日に「障害者虐待防止法」が施行されました。この法律は、障がい者への

虐待の防止、早期発見、虐待を受けた人の保護や自立の支援及び養護者に対する支援などを行う

ことにより、障がいのある人の権利利益を擁護することを目的としています。虐待を受けたと思

われる障がい者を発見した場合は、相談または速やかに通報してください。 

 

【問い合わせ先】 

福津市基幹相談支援センター  ふくとぴあ２階（福津市社会福祉協議会内） 

（電話） ０９４０－６２－６００４   

（ＦＡＸ）０９４０－６２－６００９ 

※ファックス受付は、平日８：３０～１７：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身 精 療 



- 30 - 

１５ 障害福祉サービスについて 
（１）訪問系サービス … 在宅で利用する訪問や通所のサービス 

介 

護 

給 

付 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 
自宅で入浴や排泄、食事等の介助をします。 

重度訪問介護 
重度の障がい者に、自宅で入浴や排泄、食事等の介助や外出時の移

動の補助をします。 

同行援護 
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動の援護等

の外出支援を行います。 

行動援護 
知的障がいまたは精神障がいにより、行動が困難で常に介護が必要

な人に、必要な介助や外出時の移動の補助等をします。 

重度障害者等 

包括支援 

介護が必要な程度が非常に高い人に、居宅介護などの障がい福祉サ

ービスを包括的に提供します。 

短期入所 

（ショートステイ） 
自宅で介護を行う人が病気等の場合、短期間施設へ入所できます。 

 

（２）日中活動系サービス … 入所施設等で昼間の活動を支援するサービス 

介
護
給
付 

生活介護 
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排泄、食事の介護などを提供

します。 

療養介護 
医療が必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓

練や療養上の管理、看護、介護などを提供します。 

訓
練
等
給
付 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間、身体機能

や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 
就労を希望する人に、一定期間、生産活動の機会の提供、能力の向

上の訓練などをします。 

就労継続支援 

（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等で働くことが困難な人に、就労の機会や生産活動の機会

の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 

就労定着支援 
一般就労へ移行した障がいのある人が、就労に伴う環境変化による

生活面の課題に対応できるように必要な支援を行います。 

自立生活援助 

障害者支援施設やグループホームを利用していた障がいのある方

が一人暮らしを始めた時、定期的に居宅を訪問し、必要な助言等の

支援を行います。 

 

（３）居住系サービス … 入所施設等での住まいの場としてのサービス 

訓
練
等
給
付 

共同生活援助 

（グループホーム） 

地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行いま

す。また、必要に応じて入浴や排泄、食事の介護などが受けられま

す。 

介
護
給
付 

施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排泄、食事の介護などをします。 

 

※上記の他にも、市では地域生活支援事業（移動支援事業、日中一時支援事業、地域活動支援センターⅡ 

型事業）を行っています。 
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～ サ－ビス利用までの流れ ～ 

（１）申請（情報提供、相談） 

どのようなサ－ビスや事業所、施設があるのか等についての情報提供や相談を、市役所 福

祉課障がい福祉係または相談支援事業所で行います｡利用したいサ－ビスが決まったら､本人

または家族が市役所福祉課障がい福祉係で申請します｡サービス等利用計画・障害児支援利用

計画の作成が必要な場合があります。  

 

（２）調査 

申請をすると市職員等が訪問し、現在の生活や障がいの状況等について聴き取り調査を行い

ます。 

 

（３）審査、判定         

調査の結果と医師意見書をもとに、審査、判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態

か（障害支援区分）が決められます。 

 

（４）認定、通知         

障害支援区分や生活環境、申請者の要望等を基にサービスの支給量などが決定され、受給者

証が交付されます。 

 

（５）事業者と契約 

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を結びます。 

 

（６）サービス利用開始 

受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担額（１割）を支払います。 

 

 
【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

福津市 

⑤契約 
⑥サービスの提供 

⑦利用者負担額の支払い 

⑧給付費 

の請求 

⑨給付費の 

支払い 
②計画作成 

依頼 

③計画の提出 

④支給決定 

①申請 

利用者 
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１６ 障害児通所支援・障害児入所支援について 

（１）障害児通所支援 ・・・ 在宅の障がい児を対象としたサービス 

児童発達支援 
未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 

医療型児童発達支援 
未就学の障がい児に児童発達支援及び治療を行います。 

 

居宅訪問型 

児童発達支援 

重度の障がいなどで通所支援の利用が困難な障がい児の居

宅を訪問し、発達支援を行います。 

放課後等デイサービス 

就学中の障がい児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日

に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促

進等を行います。 

保育所等訪問支援 
保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援

等を行います。 

 

＜対象者＞ 

療育が必要な児童もしくは身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 

いずれかの手帳所持者 

 

【問い合わせ先】 

市役所 福祉課 障がい福祉係 （電話）０９４０－４３－８１８９ 

 

 

（２）障害児入所支援 … 入所施設等で障がい児を支援するサービス 

福祉型障害児 

入所施設 

障がい児の保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識

技能の付与を行います。 

医療型障害児 

入所施設 

障がい児の保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識

技能の付与及び治療を行います。 

 

【問い合わせ先】 

福岡県 宗像児童相談所 （電話）０９４０－３７－３２５５ 
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１７ ヘルプカード・ヘルプマークについて 
 

 

 障がいのある人、認知症のある人、難病の人、妊娠している人などの中に、手助けが必要であ

っても「外見では不自由や障がいに気づかれにくい人」、「コミュニケーションがうまくできず

に、なかなか伝えられない人」がいます。このため、福岡県ではこのような方々が身につけてお

くことで、周囲の人が困っていることにすぐに気づくことができるよう、カード型の「ヘルプカ

ード」、ストラップ型の「ヘルプマーク」を作成し、福祉課窓口でも配布しています。 

 

＜対象者＞ 

障がいのある人、認知症のある人、難病の人、妊娠している人など、周囲のお手伝いが必

要な方なら、どなたでも利用可能です。 

 

＜配布場所＞ 

福津市役所福祉課障がい福祉係窓口、福岡県障がい福祉課、福岡県の各保健福祉事務所な

どで入手できます。 

  

＜この情報に関連する情報＞ 

   ご存知ですか？ 『ヘルプマーク・ヘルプカード』 

 ―ぜひ、あなたの思いやりを行動に― - 福岡県庁ホームページ  

（ https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/helpcard.html ） 

 

 

 

 

ヘルプカード ヘルプマーク 

身 精 療 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/helpcard.html

